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経済学研究 53-4

北海道大学 2004.3 

職業専門家としての監査人の責任の拡張

檎山 純

1.問題の所在

財務諸表の利用者は監査人に会計不正の発見

を期待しているが，監査人は不正の発見を監査

の第一義的な職務ではないと主張してきた。監

査人が実際に行っている実務と期待される職務

との差である期待ギャップの存在は， 1974年に

米国公認会計士協会(以下AICPA)によって設

置された監査人の責任委員会(以下コーエン委

員会)によって広く明らかにされた。コーエン

委員会は，監査人に対する社会の期待を不正の

発見，特に経営者不正の発見にあると示し，不

正に関する責任を監査人が負っていないことが

ギャップの主たる原因であると結論づけた1)。

しかし，監査人はその後も不正発見責任の負担

を回避し続けた。 AICPAが米国監査基準書(以

下SAS)において不正の発見を監査の主目的と

公式に位置づけたのは，コーエン委員会最終勧

告から10年も経過した1988年の期待ギ、ヤツプ基

準書においてである。その後，会計不正への取

り組みはSAS第四号，同99号へと改訂されなが

ら継承されてきた。

監査人が考えている職務上の責任Cresponsi-

bili旬:以下本稿では責任とする)は，一般に

認められた監査基準(以下GAAS)から考える

ことができる。一方，財務諸表の利用者が監査

人に負担を期待する責任は，法的責任Clega1li-

1) The Commission on Auditors' Responsibilities 

[1978J， pp. xi -xii ; [訳書J，xii -xiii頁。なお，

本稿における財務諸表利用者の期待は，合理的なも

のに限定している(Ibid.， pp. 1 -2 ; [訳書J，2 -3 
頁)。

ability)の観点からも検討することが可能であ

る九

監査人の責任は，監査意見を表明するために

職業専門家としての注意を払い，懐疑心をもっ

てGAASに準拠した監査手続を実施することで

遂行される。ここでのGAASは監査人が義務を

果たすための規準であり，かかる責任の遂行を

強制するものが法的責任であり，監査人が責任

を適切に負わずに法的責任の遂行が不十分な場

合，たとえば詐欺などの違法行為が発覚した際

には，損害を賠償することにより法的責任は全

うされる。したがって，財務諸表利用者から期

待される監査人の責任を法的責任から類推する

ことができるのである九

会計専門家にとって「監査人の責任」とは一

般に責任をさすが，本稿においては，利用者が

期待する監査人の責任負担の考察にあたり，法

的責任から責任を類推した検討を試みている。

2 )職業専門家に対する社会の期待を知るには，監督の
ために設けられた政府諸機関の規制や公表文献と裁

判所の判例の2つの情報源がある (Previtsand Me-

rino [1979J， p. 316 ; [訳書J，339頁)。本稿におい

ては.監督機関側の期待として証券取引委員会

(SEC)，利用者側の期待として判例を用いている。

なお，監査人の考える責任と法的責任に関する混同

がギャップを生むとの指摘があり，この区別は重要

である (0'R巴ily，et al.， [1998J. p. 4・2;[訳書1.

121頁)。

3 )法的責任を考える際に重要となるのは，誰に対する
法的責任かということである。財務諸表利用者の中

で直接の契約関係にない者は，同じ財務諸表利用者

であってもクライアントである経営者あるいは株主

とまったく同質の法的責任負担を要求できるとは限

らない。契約法上においては限定的な法的責任しか

追及するととができないのである。
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利用者の期待のうち，合理的ではない期待を除

外して検討するためである。

期待ギ、ヤツプが認識された背景には，会計不

正の続出とそれに伴う監査人への損害賠償請求

訴訟の問題があった。財務諸表利用者が監査人

に法的責任の負担を要求し，監査人の敗訴が相

次いだと一般にいわれている。しかし，損害賠

償請求訴訟を分析した結果明らかとなったの

は，財務諸表利用者が監査人に責任遂行の有無

を問うには，連邦証券取引諸法の存在が必要で

あるということであった。任意監査時代から適

用されるクライアントとの関係を重視する契約

法にもとづく訴訟では，詐欺行為と同様とみな

される重過失が認定されない限り，監査人敗訴

の傾向はみられていない。契約法下では，明ら

かな違法行為以外に監査人が第三者に責任の負

担を求められることは希であった。監査人が敗

訴したのは，連邦証券諸法や州法による訴訟で

ある。

同じ職業専門家であっても医師や弁護士と異

なり，監査人のみが第三者たる財務諸表の利用

者に責任を負担するに至っているのは，法定財

務諸表監査制度の導入後，職業的専門家として

の監査人が財務報告の要と位置づけられたこと

が原因であると考えられる。

1933年証券法および1934年証券取引法の成立

により法定財務諸表監査が導入され，職業専門

家としての監査人は社会の財務報告システムの

枠内に位置づけられた。同じ監査人が行う職務

であっても，職業専門家としての負担の性質が

任意監査から法定監査への移行に伴い拡張され

たと考えることができる。

本稿は， とのような観点から監査人の責任の

拡張について検討したものであるぺ

4)法的責任は責任の遵守によって遂行されるため，本

稿では契約当事者以外が職務上の義務，すなわち責

任をいかに考えているかを示すために事例と判例の

一部を用いている。監査人の法的責任の検討を直接

の目的とするものではないことに留意されたい。

法定財務諸表監査における監査人の責任負担の範囲

2.任意監査における監査人の責任

米国において会計の専門知識を有する最初の

職業会計士は. 19世紀に渡米した英国人会計士

であると考えられている。米国人でも会計に携

わる者はいたが，専門的な知識に欠けた者がほ

とんどであった。渡米当初の英国人会計士は英

国本国への調査と報告を中心に行っていたが，

後に米国内に会計事務所を設立し，帳簿の整理

などの会計業務を米国企業から委ねられるよう

になっていった。

19世紀末から20世紀初頭にかけての会計士

は，会計業務の依頼が増加し，合併の際の被合

併会社の収益力や財政状態の調査に用いられ

た九合併や企業合同の際の会計士の利用は会

計事務所の拡大や新設をもたらし，同時に会計

士の専門性に期待が高まった。こうして，会計

士は帳簿係から会計専門職へと発展した。この

過程で会計士は監査業務も依頼されるようにな

りはじめたのである。

米国の初期の監査は英国式の監査であり，帳

簿上の誤謬や虚偽を発見するための検査であっ

た。具体的には主に貸借対照表に関連する事務

的な会計数値の詳細な吟味と検証である。これ

らは急速に拡大する米国の経済に適応すべく，

精査から時間と費用を削減した試査へかわり，

必要な場合に帳簿の検査に立ち入るように変化

した。

は財務報告に関与するその他の関係者の責任分担に

よるため普遍的ではない。このため，本稿は期待ギ

ャップの存在がはじめて認識された米国に限定して

論じている。

5 )合併後の新会社の優先株の評価が被合併会社の過去

の平均利益をベースになされていたためにi過去3

年から 5年間の年次利益の報告が要求されていた。
減価償却の実施状況，その前提となる支出や修繕費・

維持費・更新資の妥当性，営業権・特許権・商標権

の評価，運転資本，偶発債務，特殊な契約も調査の

対象であったロさらに，合併後の収益や資周の見積

もり，被合併会社株主への優先株・普通株・現金の

分配方法などの業務も会計士に期待された(詳細は

千代田[1998J. 16頁などを参照されたい)ロ
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19世紀末以降の英米の株式会社の会計監査の

展開の相違は，クライアントの相違による。英

国における監査人は株主の代表としての位置づ

けからはじまり，伝統的に株主保護のための監

査を行ってきた。英国における監査は，経営者

が会計責任を解除される要件のひとつと位置づ

けられていた。一方，米国株式会社における監

査人は，経営者から監査契約を依頼されてい

た。 19世紀の米国は慢性的な産業資本不足であ

ったため，株式発行による資金調達よりも，社

債による海外投資か金融機関を利用した資金調

達が行われていた。金融機関は手形の買い入れ

の際，手形の振出人または裏書人について信用

調査を行っていた。さらに，手形割引の際には，

監査証明書が添付された貸借対照表の提出も要

求した。このために，経営者は監査人に貸借対

照表の監査を依頼していたのである。

このように米国では任意の契約にもとづく監

査が行われており 6) 米国の監査人は，直接の

責任を監査契約を依頼した経営者に対して負

う。クライアントである経営者の関心は，株主

への会計責任よりも債権者，特に金融機関に対

して会社の債務返済能力を証明することにあっ

た。そのため，事務的な正確性の検証や従業員

不正の発見を超える監査目的の拡大が生じ，信

用供与のための任意監査が独自に発展したので

ある。

信用監査である貸借対照表監査における監査

人の責任とは，信用を供与するに十分な貸借対

照表であることを証明するために必要な監査手

続を実施するととである。金融機関が株式会社

に貸借対照表の提出を要求したのは，財産構成

における流動性，特に短期返済能力によって当

該会社に信用があるか否かを判断するためであ

る。したがって，貸借対照表監査では流動資産

6)マサチューセッツ州では州法で監査人の任命を規定

していたことがよく知られているが，州に提出する

財務報告書の証明を要求したとはいえ資金調達に直

接関係しないため，本稿では除外して考察してい

る。

と流動負債，受取勘定と支払勘定が重視され

た九乙のような状況において，企業が金融機

関から信用を得るために会計不正を行うとする

ならば，資産の過大表示と負債の過小表示が考

えられる。このため，監査人にとっては，資産

の実在性と負債の網羅性に重点をおいた監査手

続を適切に行うととが責任を果たすことにつな

がっていたのである。

米国では会計士が会計報告書の作成実務をま

かされるととが多く，作成者である会計士自ら

が貸借対照表の監査を行う場合もあった。その

ため，金融機関は，監査人が単に貸借対照表が

l帳簿と一致しているという証明を行うだけでは

不十分であると判断した。貸借対照表の監査に

は，会社の真の状態を反映し，裏書や保証等に

よる間接的，偶発的な債務を含むすべての債務

を記載しているという保証を期待していた。こ

のため，金融機関は監査人に棚卸資産の監査お

よび売掛金の独立的な検証を要求するように

なったB)。このように，貸借対照表監査は資産

の実在性と負債の網羅性を問題としており，

「記録と事実の照合J9)を行うととが監査人の責

任であった。

任意監査における監査人の責任はクライアン

トとの聞に生じるものであり，法的責任も契約

関係にない第三者が追及することは困難であっ

た。監査人の第三者責任について最初に言及し

た訴訟は， 1919年のLand巴11事件である。この

事件では，契約関係にない者は過失を理由に監

査人を訴えることはできないとする判決が下さ

れた。続くGran白er事件においても，悪意をも

って不正を行わない限り不法行為による法的責

任は問われないとされた。

1926年から1931年にかけて争われたul回ー

7)例えば連邦準備銀行が手形の再割引を行う際に適格

とされる手形は，涜動負債を超える当座資産の合理

的な金額の存在を証拠として判断されていた(大矢

知[1973J，48頁に詳しい)。

8) Richardson [1913J， chapter刊， pp. 87 -92. 

9)本稿における概念は岩田[1955Jに拠っている。
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m紅白事件は，監査人の責任と法的責任の双方

の点から重要な事件である。監査契約を依頼し

たStadSterrn社の貸借対照表には，実際には債

務超過であるにもかかわらず100ドルを超える

正味資産が計上されていた。かかる会計不正

は，売掛金などの資産の架空計上と棚卸資産の

購入に関する支払勘定などによる負債の過小計

上によってなされていた。しかし監査人は貸借

対照表が正しいと証明したため. Stad Sterrn社

の貸借対照表を信用して融資した四位制限s社

に訴えられたのである。

この事件を責任の観点からみてみよう。前述

のように，信用目的の任意監査では，監査人は

資産の過大計上および、負債の過小計上を看過し

ない監査手続の実施が求められる。特に，棚卸

資産の監査と売掛金の独立的な検証が要求され

ていた。しかし，この事件ではこれらの必要な

監査手続が欠落していた。例えばStadSterrn社

の貸借対照表上の売掛金勘定の期末残高と会計

事務所側の検証結果は異なっていた。乙の時点

で会計事務所は数値が合致しない理由を検証す

べきであった。しかし，実際には不一致を発見

しただけで何の追加手続も行わなかった。仕訳

帳との転記突合，出荷記録簿との帳簿突合およ

び送り状控えの証盟突合のいずれかを実施して

いたならば. Stad St巴rrn社の貸借対照表に監査

証明を行うことはなかったはずである。したが

って，監査人は適切な責任を遂行しなかったと

結論づける ζ とができる。

このような職務上の責任の遂行の欠如を，第

三者である貸借対照表の利用者が法的責任の追

及という形で問ラ乙とができるだろうか。

訴訟当初，第三者たる原告は過失を理由に会

計事務所を提訴した。審理中に不正(fraud)理

由について付加している。第l審ではまず不正

理由の提訴を棄却し，最終的に不実記載に関す

る過失と不正の双方ともが否定され，原告は敗

訴した。第2審では陪審の答申が尊重されて過

失責任が認められたが，不正行為に関する原告

の主張は認められなかった。 1931年の第3審で

は，第2審の判決が取り消された。過失につい

ては第1審の判決を支持して控訴を棄却，不正

については留保し，第1審に差し戻したのであ

る。ニューヨーク州最高裁は，公会計士の「公」

(public)について，広くすべてのクライアント

に業務を提供するという意味で用いられるもの

であって公のためにあるものではないとと，し

たがって会計士を雇用していない第三者はクラ

イアントと同じ立場ではないという見解を示し

た。そのため，過失責任を追及できないとして

棄却したのである。

したがって. 1931年の時点では，法的責任を

問えない以上，監査人の責任も第三者の財務諸

表利用者には及ばないと考えることができょ

う10)。あくまでもクライアントに対して職務に

必要な注意を払って監査を行うのみであるロな

お，差し戻し後，不正理由の提訴に限り，原告

が勝訴した。過失の程度が著しい重過失の場合

には不正と推定するととができるとし， 乙の場

合には第三者にも法的責任が生じるとする見解

が示された。詐欺行為に関する法的責任は誰し

も負う可能性のある民事上の責任である。

結論を述べれば，監査人が責任を負うにあた

り，過失程度では第三者にその責任の履行の有

無を問われることはない。しかし，重過失と認

定されうる状況においては，監査人は詐欺行為

を行ったとみなされ，法的責任を負担しなけれ

ばならない。過失と重過失の境界を認定する際

に，監査人の責任の遂行状況が問題となるので

ある。この事件は，その後長く米国契約法上の

判例となった。そして，この事件は第三者であ

10)他の職業専門家，例えば医師や弁護士は主に依頼人
に対する責任のみを負うが，監査人は会計開示によ

り多数の関係者の利害調整に関与するため，第三者

に責任を負わざるをえないとする考えは当時から存

在していた。契約関係にないために利用者が損害賠

償請求訴訟を提起できないことに関する改善要求は

1908年にすでになされていたが，現実には証券取引
諸法の制定まで利用者への責任負担はなされなかっ

た(Previtsand Merino[1979J， pp.160-161; [訳
書J.170頁)。
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る利害関係者が監査人に責任の履行を求めて法 企業に事実を告げる義務を課すこととなっ

的責任を追及できる可能性があることを監査人 た1九この原則を徹底するために1933年に証券

に知らしめる事例となったのである。 法 翌1934年に証券取引法が制定されたのであ

3.法定財務諸表監査制度下における監査人の

責任

1920年代になると科学的管理法が普及し，株

式会社の経営規模が拡大した。株式が分散所有

されるようになり，株主数も増大した11)。第一

次世界大戦以前にはわずか20万人であった米国

の証券所有者は， 1920年代には推定で2，000万

人に増加していた。

所有と経営の分離が促進される結果，株主は

経営に直接関与できなくなり，証券市場を通じ

た意思決定しか行えなくなった。すなわち保有

の継続，追加購入および売却のいずれかであ

る。証券市場における意思決定には，貸借対照

表に加えて，会社の経営成績を反映した期間損

益計算にもとづく損益計算書も必要となる。こ

のため，財務諸表の需要が高まった。金融機関

からの短期信用供与目的に加えて，投資家向け

の株主宛年次報告書である財務諸表の監査を依

頼する会社も徐々に増えてきたl九 1929年には

米国会計士協会(以下AIA)によって『財務諸表

の検証』が公表され，財務諸表の監査への転換が

促されていった。

1929年10月の米国株式恐慌後， F・ルーズベ

ルト大統領は，資本主義経済の蘇生のために修

正資本主義を採用した。連邦政府による市場へ

の介入は株式会社の財務報告の改善にも及ん

だ。「買い手をして警戒せしめよ(caveatemp-

tor) Jという従来の原則に売り手にも注意

せしめよ (let出巴 S巴11巴ra1so beware) Jを加えて，

11) 1918年から1925年の閑だけでも株主数は350万人増
えたと推定されている。
12)株式公開会社の多くは会計報告書の詳細な開示に消
極的であったが， U. S. SteeI社のように現在の会計
基準で作成される財務諸表よりも詳細な報告書を開
示している会社も存在していたロ

る。

1933年証券法は，有価証券を新規に募集する

会社に当該有価証券に関する情報の開示を強制

したものである。具体的には，連邦取引委員会

(1934年以降は証券取引委員会)にSchedul巴 A

に規定される情報を網羅した登録届出書を提出

させ，投資家向けに目論見書を発行することを

要求した。 1934年証券取引法は，すでに登録し

ている会社の会計開示の不足を補う目的で制定

されたものである。 1934年証券取引法は，上場

企業すべてに証券取引委員会(以下SEC)への

登録と年次報告書(Form10-K)の提出を義務づ

けた。両法の制定以後， SECは一貫して投資家

保護の立場をとっている。

両法ともに，提出する会計書類に監査証明書

を添付することを要求した。証券法は独立公会

計士または公認会計士，証券取引法は独立公会

計士による監査を要求したのであるべ 1920年

代からみられていた財務諸表監査への転換は，

両法による制度化によって確定された。すべて

の株式公開会社に財務諸表監査を強制した乙と

は監査人の業務を伸張させたが，同時に法定財

務諸表監査制度下において監査人が財務報告シ

ステムの中に組み込まれたととを意味してい

る。監査人は，財務諸表が企業の財政状態およ

び経営成績を適正に表示しているか否かについ

ての保証を新たな職務とされた。ことに証券取

引諸法の意図をもって財務諸表利用者への責任

が生じたのである。

SECが監査人に期待した責任は，証券市場に

おける投資家の信頼の形成と維持のための責

任，すなわち不正な財務報告書の開示の防止，

13) De Bedts [1 964J. p. 33. 
14)いずれも「公認会計士」に限定していなかったため，
初期の法定財務諸表監査においては自称会計士が含
まれている。後に公認会計士に限定され.専門職業
家としての監査人の監査以外は排除された。
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特に経営者不正の発見である。法定財務諸表監

査の導入により監査人には証券諸法の下での責

任，すなわち経営者不正の発見という財務諸表

利用者に対する新たな責任が加わった。

証券諸法において財務諸表の利用者が監査人

に法的責任を追及し，責任を問うことが可能と

なる規定のうち，本稿に関係する部分を抜粋し

てみよう 15)。

1934年証券取引法

第10条(相場操縦的および詐欺的策略の使用に関す

る規制)

いかなる者も，直接または間接に州際通商の方法

および手段もしくは郵便または国法証券取引所の施

設を利用して，次に掲げる行為を行うことは違法で

ある。

(b) 委員会が公益または投資家保護のため必要また

は適当と認めて定める規則に違反して，国法証券

取引所に登録されている証券または登録されてい

ない証券の購入または売却に関して相場操縦的ま

たは詐欺的策略もしくは術策を用いること。

第四条(誤解を生じさせる記載の寅任)

本法もしくはこれにもとづく規則，または本法第15

条(d)項に規定されている登録届出番に含まれる証明

書にしたがって提出されるすべての申請書，報告書

または文書中にそれが作成されたときおよびその当

時の状況に照らして，重要事項に関し虚偽もしくは

誤解を生じさせる記載を行いまたは行わせた者は，

善意により行動しかっ当該記載が虚偽もしくは誤解

を生じさせるものであることをあらかじめ知らなか

った旨を立証しない限り. (当該記載が虚偽または誤

解を生じさせるものであったことを知らずに)その

記載を信頼して当該記載の影響を受けた価格で証券

の売買を行った者に対し，当該信頼により生じた損

害の責を負わなければならない。当該責任の履行を

求めようとする者は，管轄裁判所において普通法ま

たは衡平法にもとづき提訴することができる。当該

訴訟においては，裁判所はその裁量により，両当事

者のいずれか一方に対して，当該訴訟の費用支払の

補償を要求しかっ適当な弁護料を含む妥当な費用を

課すことができる。

15)ここでの条文の邦訳は，原文を確認の上，訳書『外

国証券会計法令集 アメリカ I~および『外国証券

会計法令集アメリカ m~ (ともに1977年)によっ

ている (SecuritiesExchange Act of 1934 and General 

Rules and Regulation under the Securities Exchange 

Act of 1934)。
なお，証券法第11条(虚偽の登録届出番による民事

責任)は新規上場の場合に限られるため， ここでは

省略している。

証券取引法規則

第四条b-5 (相場操縦的および欺附的策略の使用)

いかなる者も州際通商の方法もしくは手段，また

は郵便あるいは国法証券取引所の施設を利用して，

証券の購入または売却に関して，直接または間援に

次の各項に掲げる行為を行うことは違法である。

(a) 搾取(defraud)を行うための策略(device).計略

(scheme)または技巧(紅tifice)を用いること，

(b) 重要な事項について事実と異なる記載を行うこ

とにより，またはそれが作成された当時の状況に

かんがみ，誤解を避けるために必要な重要事項の

記載を省略すること，または

(c) いずれかの者に対して詐欺(fraud)もしくは欺附

(deceit)となりまたは詐欺もしくは欺附となるおそ

れのある行為，慣行または業務方法を行うこと。

これらの規定はその後のSEC訴訟および民事

訴訟において多用された。もっとも多く利用さ

れたものは. 1942年に追加された1934年証券取

引法規則第10条b-5であった。これらの規定

は証券の売買に関する行為に限定されている

が，実際に売買した者であれば誰もが原告にな

りうるものであった。ただし，財務諸表の作成

基準となる会計基準の整備が先に問題化したた

め， 1960年代後半まで訴訟の乱立はみられなか

った。

期間損益計算を重視する財務諸表監査におい

て発見が期待される主な不正は，投資意思決定

を誤らせるととを目的とした報告利益の過大表

示である。複式簿記における利益の過大表示

は，資産の過大評価あるいは負債の過小評価を

伴うことが多い。このため，貸借対照表時代の

監査手続，すなわち資産の実在性と負債の網羅

性に重点をおいた監査手続はある程度適用の継

続が可能であった。乙のため， 1936年にAIAが

はじめて主体的に作成した監査手続書である

『独立公会計士による財務諸表の監査』が『財

務諸表の検証』の一部改訂に留まっていること

それ自体は不思議ではない。

しかし， との監査手続書は必要な監査手続を

実施する責任を遂行するには不十分であった。

資産の実在性を検証する手段としての実査，確

認，立会の実施を要求しておらず，さらに不正
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の発見を目的としていなかったからであるl目。

このような欠陥は， McKesson & Robbins事

件の発覚によって明らかにされた。この事件

は， 12年もの長期にわたり経営者によって組織

的に計画された会計不正である。発覚時には約

1， 000万ドルの売掛金， 900万ドルの棚卸資産お

よび75，000ドルの当座預金からなる架空資産が

計上されていた。巨額の不正により損害を被っ

た投資家は多数にのぼり，全米で大問題となっ

た。

McKesson & Robbins社を監査した会計事務

所のPriceWat巴rhous巴は，経営者の下で共謀され

て生じた不正を疑うこともなく，実査も立会も

行わずに適正意見を表明した。しかし，上述の

ように w独立公会計士による財務諸表の監査』

においては棚卸資産の実査や立会は必ずしも要

求されていないため， PriceWat巴rhouseは当時必

要な監査手続を実施していたのである。不正の

発見を主目的としない当時の監査慣行において

は， この事件は監査の限界を超えた事例であっ

た。

しかし， SECは監査手続の実施に疑念を抱い

た。社会的信用の大きい会計事務所が不正を看

過したととにより，監査実務への不信感が募っ

ていた。 McKesson& Robbins事件後， SECは

公聴会を聞いた。 1940年， SECは公聴会に関す

る報告書として，会計連続通牒(AccountingSe-

ries Re1ease :以下ASR)第四号を公表した。こ

の中で， SECは調査の結果， Pric巴Waterhous巴が

実施した監査に関して当時のGAASに準拠して

いるとみなし，過失のないととを認定した17)。

しかし同時に， SECは監査人に対し，共謀によ

16) r監査手続は，必ずしも着服を明らかにするもので
はなく，取引記録や諸勘定の操作によって隠蔽され
た資産のすべての過小表示を明らかにするものでも
ないJとして財務諸表の検証』をそのまま採用
した点によくあらわれている。

17) 乙の事件では監査人の訓練が不十分であることが多
少非難されたが，批判のほとんどは当時の監査実務
そのものに向けられている。

るか否かにかかわらず不正から引き起こされる

資産および利益の巨額な過大表示を発見するよ

う期待されうる存在であると考えた。そして監

査の目的を，すべての少額の横領の発見までは

要求しないものの，勘定上の巨額な過大表示を

発見するものと結論づけた。

SECは現在に至るまで一貫して不正発見を監

査の第一義的目的と考えている。法定財務諸表

監査が財務報告の改善，すなわち監査の強制に

よって株式公開会社の財務諸表を適正に開示さ

せることを目的として成立したからである。不

正による不適正な財務諸表が投資家の手に渡る

前の最後の砦として監査が位置づけられたた

め，監査人はクライアントへの責任に加えて財

務報告システムの一員としての責任も負うこと

になっている。それが財務諸表中の不正の発見

に関する責任である。

乙こで，監査人は， 2つ責任を問われている

ことに気づく必要があった。売掛金の確認と棚

卸資産の実査，立会という資産の過大計上に関

して必要な監査手続を実施する責任と，財務諸

表中の不正を発見することに関する責任であ

る。監査手続の欠落については， AIAはすぐに

売掛金の確認と棚卸資産の実査および立会を監

査手続に加えることで対処した。 1941年には，

SECのASR第21号によって，監査基準への準拠

性ならびに監査手続の省略についてが監査報告

書に反映されることとなった。以後，監査人は

GAASに準拠して監査を行ったか否かを監査報

告書に記載したため， GAASへの準拠のみが自

らの責任の免責条件であると考えるようになっ

た。

AIAは即座に監査手続を改善したが，一方で

不正発見責任それ自体は回避した。 McKesson

& Robbins事件後に公表した『監査手続の拡

張~ (後の監査手続書第1号)においても，不

正発見を副次的目的と位置づけた。試査の制約

の中で当該財務諸表が「一般に認められた会計

原則J(以下GAAP)に準拠して作成されている

かをGAASに従って監査し，意見を表明すると
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いう考えを変更しなかった。この考えの下で

は，試査の範囲を超えた虚偽記載の発見は不可

能であり，監査人による不正発見は副次的目的

にすぎなくなる。

AIAからAICPAになった後も，監査手続書や

SASの公表を通じ，監査人は一貫して経営者不

正の発見責任を負うことを拒否し続けた。監査

人は自らの責任を，経営者がクライアントであ

った従前と同様であると考え，証券取引諸法に

おける利用者への責任である経営者不正の問題

に正面から対応することはなかった。クライア

ントたる経営者が意図して不正を行う場合には

負うべき責任の範囲を超えると考え続けたので

ある。乙うして経営者の誠実性と内部統制の有

効性に依拠した監査実務を継続したため，財務

諸表監査は経営者による不正を看過し続けた。

SECも財務諸表の利用者も，監査人に不正の

発見に関する職業専門家としての責任の遂行を

期待した1九しかし， 1960年代後半まで，監査

人には免罪符があった。それはGAAPとGAAS

の準拠性である。前者は財務諸表作成実務，後

者は財務諸表監査実務の問題である。前者につ

いては， GAAPについての是非が問題となっ

た。 1940年代から60年代にかけて会計基準の妥

当性が問われ， GAAPの設定主体論争が生じ

た則。 GAAPの設定主体は会計士によって組織

されたAPBから独立性を有するとみなされる

FASBにかわった。これにより， GAAPへの批

判が減少した。そして， GAAPが不備であった

18)コーエン委員会以前に， McKesson & Robbins事件

が発覚した1939年の時点で，すでに監査人と利用者

との聞には不正に関するギャップが存在していた

(HaskeIl [1939J， p. 12)。

19)会計原則審議会(APB)批判の要因は2点考えられ

るロ会計士自らが作成した基準であるというとと

と.APBの公表基準がGAAPのすべてではないとい

うことである。特別公報によれば.米国のGAAPは

APBと異なる会計原則を許容しており.APBの基準

に違反していても財務諸表が適正となる場合がある

ことから大きな批判が生じたものと考えられる。

場合の監査実務とGAASの準拠性の問題が残さ

れたのである。

監査人はGAAPとGAASの準拠性をもって免

責であると考えていたが，その考えは19印年代

後半以降否定されはじめた。直接の契約関係に

ない財務諸表利用者は，経営者不正による損失

を被っても，米国契約法上の法的責任を監査人

に問うことが困難である加。このため，利用者

は証券取引法規則第10条b-5による救済手段

に頼った。 GAAPとGAASの準拠の有無にかか

わらず，監査人に対して損害賠償請求訴訟を提

訴しはじめたのである。 1966年に連邦民事手続

法第23条が修正され，容易に株主集団訴訟をお

こすことが可能になり，弁護士が積極的に訴訟

事件を引き受けたととも提訴の増加を後押しし

ていた21)。

監査人は概ね怠慢でも不誠実でもなく，

GAASに準拠した監査手続を実施していた。し

かし，経営者不正の発見を主目的としない監査

手続を採用していたため，財務諸表の利用者か

ら職業専門家としての責任負担が不足であると

みなされていた。監査人がクライアントへの責

任しか対処していなかったために，ここに期待

ギャップが表面化したのであった。

1969年のContinentalVending Machin巴事件の

第2審において， GAAPとGAASの準拠が即適

正につながるとする監査人の考えが明確に否定

され，監査人は刑事裁判において実刑判決を受

けた。こ乙での判決は財務諸表がGAAPに準拠

していることを証明するだけでは必ずしも誠実

に監査したことの証明にはならないとするもの

であり， GAAPは法廷の場で財務諸表の適正表

示の重要な必要条件であるが必ずしも必要十分

20) U1trarnales事件の判決は1978年まで有効であり，第

三者たる財務諸表の利用者が監査人に民事の法的責

任を問うのは限界があった。

21)盛田[1987J.235頁。なお. 1960年代後半から70年代

にかけての訴訟増は，監査人の他，医師や弁護士な

ど職業専門家に等しくみられる現象である。
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条件ではないと判断されたのである。さらに 員会(以下トレッドウェイ委員会)も， AICPA 

1973年にはEquityFunding事件が発覚した。乙 に経営者誠実の原則に基づくSAS第16号の改訂

の事件では，資産と収益の水増し，特に 1億 を求めた。

8， 500万ドルもの架空資産の過大計上が明らか

にされた。乙こでは好業績にみせかける報告利

益の過大表示に加えて，コンビュータを利用し

た企業ぐるみの横領も行われていた。不正は連

結会社間取引で行われていたが，監査人が経営

者の誠実性と内部統制に盲目的に依拠せず，職

業専門家としての正当な注意をもって帳簿突

合，証湿突合あるいは勘定突合を行っていれば

金額の不一致を発見できたはずであった。 Equ-

ity Funding事件は，大衆から監査の失敗事例で

あるとみなされ，監査人の存在意義を関われる

大事件となった。

監査人への損害賠償請求訴訟が続く中，コー

エン委員会の勧告書が公表された。それまで，

大多数の監査人や会計学者は不正の発見を財務

諸表監査の第一義的な目的ではないと考えてき

た。乙の考えは期待ギャップの存在が明らかに

された後も変わらなかった。当該財務諸表が利

用者を誤導しないという意味で適正であるか否

かの意見表明を行うのであって，財務諸表監査

の適正意見とは不正がないことを保証するもの

ではなく，また時間と費用の制約のもとでは，

経営者不正や共謀による不正の発見は非常に困

難であると主張し続けた。 1977年に公表された

SAS第16号においても内部統制と経営者の誠実

性に依拠した監査手続を指向しており， 1988年

の期待ギャップ基準書の公表までAICPAは期待

される責任を負わなかったのである。

4.経営者不正への対応

財務諸表利用者は，経営者不正の問題を回避

し続ける監査人に損害賠償を請求し続けた。

1984年，米国連邦最高裁は監査人に対し，公的

な報告書を保証することによりクライアントと

の雇用関係を超越する公的な責任を負うもので

あるとの判決を下した。不正な財務報告全米委

利用者からの法的責任の負荷は，結果的に監

査人に証券取引諸法下での責任を自覚させた。

ASBはようやく1985年から期待ギャッフ。を縮小

するための基準の検討に取りかかった。不正の

発見に関する監査人の責任，標準監査報告書の

文面，継続企業に関する評価責任などについて

の検討と分析的手続の採用が課題とされた。

GAASに準拠して実施される財務諸表監査にお

ける誤謬および、不正の発見責任に関して指針を

与えるべく，SAS第53号が公表された。

SAS第53号では監査人は，誤謬や不実記

載を原因とする財務諸表の虚偽記載のリスクを

評価しなければならない。この評価に基づき，

監査人は，財務諸表に対して重大な誤謬や不実

記載が発見されたという合理的な保証を与える

ための監査を立案しなければならない。J(SAS 

No.53， P紅.05)と規定された。そして，監査

人に，正当な注意を払い，かつ職業専門家とし

ての懐疑心を堅持するよう要求した。経営者を

誠実とする前提を放棄しベまず経営者による

虚偽記載の可能性について検討し，そのうえで

監査過程において再びその可能性を検討するよ

う新たに求めたのである。

試査の制約を補うためにリスク・アプローチ

が採用され，監査計画の段階で事前に評価する

必要性が強化された。同時に，万一最高経営者

にかかわる重大な不正を発見した場合には，監

査委員会に通知するよう要求された。ここに，

ようやく経営者不正の発見が監査人の責任とさ

れたのである。

以後，財務諸表に重要な影響を与える虚偽記

載が発見されたという合理的な保証を与えた意

22)なお，経営者を不誠実と仮定するのは合理的ではな
い。監査人は，あくまでも「番犬Jであって「警察
犬」や「猟犬」ではない。不誠実と仮定した不正監
査はアシュアランス・サービスの一環として別途契
約すべきである。
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見表明が行われることになった。経営者不正の

発見にまで拡大された広義の適正性概念を内包

する意見表明を行うことになったのである。

しかし， SAS第53号は経営者不正の発見に関

する監査人の責任を遂行する上で，致命的な欠

陥があった。第53号で採用されているリスク・

アプローチは，固有リスクと統制リスクの算定

の際，伝統的な財務諸表の作成過程に沿って行

われる。 1970年代の金融手法の発展により，会

計情報はポートフォリオに利用されるようにな

った。これにより，過去の努力と成果の対応に

よる期間損益計算から作成される伝統的な財務

諸表は，企業価値を表すストック評価からなる

財務諸表に拡張されていた。 1980年代後半以降

の公正価値で計算される財務諸表は，帳簿から

導き出すことのできない主観的な見積もり，将

来予測に基づく経営者の判断が財務諸表中に含

まれる。とれらに対応する監査手続が欠落して

いるばかりか，不正リスク要因も明らかにされ

ていなかったため， SAS第53号が想定する監査

手続ではすでに監査人の責任を遂行するには不

十分になっていたのである叱

監査人には，経営者不正を含む重要な虚偽記

載を看過しないための監査手続を実施する責任

負担が期待されていた。しかし， SAS第53号に

よっては経営者不正を発見できなかった。そし

て度重なる訴訟負担により倒産する会計事務所

が続出した。二重責任の啓蒙もむなしく，経営

の失敗と監査の失敗を混同した利用者からの提

訴により，監査人は経済的な訴訟負担を課せら

れ，和解を選択せざるをえなくなった。経営者

と連帯責任を負わされた監査人は，ディープ・

ポケットとして経営者の責任まで負担させられ

ていた。とのような中， 1997年に不正検討のた

めの基準として， SAS第四号が公表された。

SAS第82号では，序文でまず，意図的な不正

の発見に関する監査人の責任，および不正の防

23)拙稿[2001]を参照されたい。

止と発見に関する経営者の責任を述べ CSAS

No.82 ， Pぽ.2 and Appendix A p紅.2)，財務諸

表の作成責任と監査責任の境界を明確にした。

その後，監査上の意図的な不正の特質，不正リ

スク要因の検討および、評価と，評価の結果に対

する監査人の対応などが定義された却。監査人

の考慮すべき不正は，財務諸表にとって重要な

もの，すなわち意思決定に重要な影響をもつも

のが対象である。 SAS第四号では不正による重

要な虚偽記載を発見するための監査における現

行の責任の範囲を規定し，第53号のリスク・ア

フ。ローチの徹底を図ったが，第四号においても

監査人の責任負担は十分ではなかった。

株式市場では， 1980年代から年金基金の株式

保有割合が伸張した2九年金基金は1970年代ま

では，ウオール・ストリート・ルールに基づい

て株式を売却していた。しかし， 1974年E則SA

の影響に加え， 1980年代以降あまりにも多く株

式を保有しすぎたために売却が困難になった。

大量に保有する株式の売却は容易でなく，仮に

売却できたとしても損をするのは年金基金自身

である。長期保有するしかなくなった年金基金

はブルーデント・マン・ルールにもとづいた投

資を行うようになった。売却から対話へ，すな

わち株主総会で議決権を行使しベコーポレー

ト・ガパナンスに積極的に関与しはじめたので

ある。彼らが会社に求めるものは安定成長であ

り，そのために将来キャッシュ・フローが重要

視されていた。このため，財務諸表は公正価値

24) SAS第82号における監査人の責任分担については，
拙稿[1999Jで検討している。
なお.SASの表題は，それまでの‘官官orsand Irregu-
larities"から“Fraud"へ変更されており，意図的な詐
欺行為としての不正，経営者不正を意識したものと
なっている。

25)機関投資家としての年金基金は. 1950年代後半から
株式投資に占める割合が増加し.1985年には株式の
約3分の lを占めるまでに至った。

26)米国では年金基金は株主総会に出席し，みなし株主
として権利を行使しているが，厳密には株主ではな
い。真の所有者は所有者ですらなくなっているとい
えるロ
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会計計算によって作成されるものに変容したの

である。

このようにして作成される財務諸表は，将来

の景気変動や企業を取り巻く不確定な経済状況

に左右され，経営者の主観をはるかに内包する

ものである。監査人に求められるものは財務報

告の番犬であり，不正を看過しない監査手続の

拡張が期待されていた。監査人の責任は，監査

の主体たる財務諸表の変容に応じて，新しい財

務諸表に対応する監査手続を実施し，意見表明

を行う乙とである。しかし， SAS第82号は第53

号よりは具体的であったものの，第53号と同様

に従来の財務諸表作成実務に沿ったリスク・ア

ブローチを採用していた。不正リスク要因の具

体的な記述もなく，このため十分な責任を負う

乙とができなかったのである。

このように，監査人は責任を適切に負担しな

かったが，同時に利用者の側でも投資に関する

自己責任を負わない者が増加した。監査報告書

を企業の健康証明書とみなした一部の利用者

は，責任の遂行の有無にかかわらずデ、イープ・

ポケットたる監査人に投資損失を転嫁した。支

払能力を有する監査人に対し，証拠開示手続を

濫用して和解させた結果，会計事務所を破綻さ

せることになった。

5. コーポレート・ガバナンスへの関与

1995年，証券訴訟改革法により，証券取引諸

法の改訂が行われた。同法は株式公開会社の監

査人に対する不当な抱沫訴訟の排除を目的とし

たものである。証券法第11条にもとづく訴訟は

新規上場に限られており，目論見書における虚

偽記載あるいは誤導するような記載がある場合

に限定される。しかし，証券取引法規則第四条

b-5による訴訟は， SECに提出する目論見書

のみならず，インターネット上や口頭による表

現も含めて虚偽となるすべての情報を対象とす

る。とりあえず提訴し，その後虚偽の証拠を構

築する悪質な事例も見受けられていたため，証

券訴訟改革法では提訴段階で事実関係を特定す

ることを求めるよう改正された。

さらに，従来の連帯責任ではなく，過失に応

じた比例責任基準が導入された。換言すれば，

経営者の経営責任との境界を明確にし，利用者

の自己責任の徹底を目的とした。本稿において

重要となるのは，違法行為を発見した監査人に

SECへの報告を義務づけた証券取引法第10条A

である。この規定によって監査人はGAASに準

拠して監査を実施する過程において違法行為を

発見したならば， SECに通告する義務を負うと

とになった。同法においては，あくまでもSEC

に通告するのであって財務諸表の利用者に知ら

せる義務はない。

また，監査における不正概念も，証券訴訟改

革法により，証券取引法上もSAS上も会計上の

不正に限定された。経営の失敗と監査の失敗を

混同する利用者による会計に関係しない経営者

の違法行為にもとづく連帯責任の負荷は，証券

改革訴訟法により減少するものと考えられる。

財務諸表の利用者が監査報告書を信頼して損

失を被った場合に法的責任として損害賠償を請

求できるのは，前述のように証券取引法とその

規則による。しかし，第四条A-cの新設により，

SEcl::提出する報告書に関して監査人は証券取

引法上の民事の法的責任を負わない旨が明記さ

れた。これにより，監査人の財務諸表利用者へ

の過剰な法的責任は確かに軽減された。しか

し， SAS第82号においても監査人の責任を不十

分であるとみなした利用者は，連邦証券取引法

ではなく，州法によって監査人に法的責任を負

わせようとしている。 1998年証券訴訟統一基準

法の制定により連邦の管轄を強制しでも，いま

なお会計士の訴訟危機は去っておらず，訴訟件

数は減少していなし戸。このうえ，監査人にはい

かなる責任が不足しているのであろうか。

将来キャッシュ・フローを指向した経営

は， 1990年代末期，経営者に高株価維持の誘因

を生じさせた。財務報告の関係者は，一般投資

家も年金基金も含めてITバブルに踊らされた。
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経営者は短期的な業績にのみ注視し，ストック・

オプションによって自らの利益を捻出しはじめ

た。所有と経営の分離において所有が希薄にな

りすぎた結果2ぺ経営のみが独り歩きし，再び

経営者不正の危険が高まったのである。

SAS第82号において，虚偽記載は2つ定義さ

れていた。資産の横領から生じるものと不正な

財務報告から生じるものである。このうち，後

者に含まれる経営者による報告利益の管理のた

めの故意の虚偽記載，財務諸表中の開示の意図

的な脱漏が新たな問題となった。これらの報告

利益に関する会計手法は. GAAPに準拠した会

計上の見積もりや経営者の判断の結果行われて

いるものであり，必ずしも違法とは限らない。

経営者は報告利益の管理により，利益の平準

化や見かけの成長維持を盛んに行うようになっ

た。経営者は株価を下落させないために，アナ

リストの予測した業績を報告利益の管理によっ

て達成しようとした。株価偏重主義は財務報告

の開示を歪曲させたが，株価高に誰もが踊って

いたために放置された。

しかし.SECだけは監査人に対し，重要性を

理由に利益の潜在的な虚偽記載を見送っている

と批判した。 SAS第82号における時代遅れのリ

スク・アプローチでは. GAAPに違反していな

い報告利益の創造的な会計手法に対応できず，

十分な責任を負うことがで、きなかった。公共監

視審査会その他によってリスク・アプローチの

欠陥が指摘され，第82号の改訂が度々勧告され

た。 トレッドウェイ委員会後援組織委員会の委

託報告書においても，企業の属する産業に特有

なリスク，経営者の事情や外圧，内部統制など

を理解するために財務諸表の領域を超える調査

が必要とされ，様々な源泉から情報を検討する

27)連邦準備理事会(同B)の“Flowof Funds Accounts" 
の統計によれば. 1970年代に株式投資の全体の約6

割を占めていた個人投資家は2002年末で4割程度ま

で減少し，年金基金，投資信託，保険の株式保有合

計の割合を下回っている。年金基金ですら株式公開

会社毎にみればわずか数%の保有でしかない。

ょう求められていた。しかし，またもやAICPA

の対応は遅れていた。

企業経営を監視すべき株主も年金基金等の機

関投資家も，高株価によって判断力を失ってい

た。企業は高株価に維持された買収の繰り返し

により，自らが資金源泉になった。もはや，経

営者不正を看過しないためには，経営者自身の

倫理と監査人のコーポレート・ガパナンスによ

る水際の発見しか効果がなくなったのである。

このため，監査人にはコーポレート・ガバナン

スの一翼を担うべく期待されはじめたのであ

る抽。

6.結び

米国における監査人の責任は，当初クライア

ントとの契約関係の中で生じ，直接の責任を経

営者に負っていた。法定財務諸表監査の成立に

より資本主義経済を支える証券市場のインフラ

として監査が位置づけられると，監査人には職

業専門家としての不正の発見責任が課せられ

た。職業専門家としての第三者たる財務諸表利

用者への責任を監査人が自覚するまで，法定財

務諸表監査の成立後約半世紀を要した。監査人

は1988年に不正発見を主目的と位置づけ， リス

ク・アプローチを導入したが，伝統的財務諸表

の作成実務に忠実に沿うリスク・アプローチは

もはや時代遅れとなっている。

根本的な対策は.21世紀にもちこされた。2000

年にE町 onが破綻したととは記憶に新しい。こ

の事件で関係書類を破棄処分じていた紅白ur

Andersen会計事務所は解散した。 Enron以降も

会計不正の発覚が続出し，改めて監査人の存在

意義が問われている。

このような中.SAS第99号が公表された。第

28) 1990年代以降のコーポレート・ガバナンスの概念

は.Berle & Means);)，来の「会社は誰のものかJと
いう意味ではなく経営者，取締役会あるいは株式会

社そのものの監視に拡大されいる。
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99号は第82号と同ーの表題「財務諸表監査にお 範囲は財務諸表の作成者，利用者を含むすべて

ける不正の検討」であるが，定義が中心であっ

た第82号の反省から，会計上の不正リスク要因

とその対応について詳細に定めている。第82号

で具体性に乏しかった監査上の手続，分析的手

続の評価，証拠の評価などを非常に具体的に規

定した。伝統的財務諸表作成実務以外の財務報

告書の作成過程にも対応した監査手続を，不正

リスク要因の検討により実施しようと試みてい

る。第99号により，不正リスク要因の評価と監

査手続の関係が緊密になり，監査人の職業専門

家としての懐疑心がより強調された。

しかし，定義と基本的な枠組みはSAS第82号

とまったく同様であり，監査人間での議論が新

たに規定されたものの，コーポレート・ガパナ

ンスに関する責任を負担するには不十分であ

る。サーベインズ・オックスリー法(企業改革

法)による経営者の倫理への依存と第四号によ

る職業専門家としての懐疑心の重視だけでは，

やはり監査人の責任負担は不十分であると結論

づけざるをえない。

財務報告における監査人の現在の責任は，ク

ライアントへの責任と財務報告書利用者への責

任の双方であり，後者は不正の発見とコーポレ

ート・ガパナンスの関与が中心である。 SAS第

四号は経営者不正の発見について不正リスク要

因を具体的に網羅しようと試みているが，コー

ポレート・ガバナンスに関する責任には対処し

ていない点が今後問題とされるであろう。監査

人がコーポレート・ガパナンスの枠内に位置づ

けられることについては，理論的な立場から異

論も多い。しかし現実に過大な負担を課せられ

ている以上，監査人側の責任負担の範囲を明確

にしておくことが重要である。

また，監査人への法的責任の追及は証券訴訟

改革法によって多少は軽減されたが，過剰な期

待ギャップが完全に解消されたわけではない。

ブルースカイ法の悪用など，財務諸表利用者が

過大な責任を要求し，監査人に法的な責任を負

わせる余地はまだ、残っている。監査人の責任の

の利害関係者の責任の中で決定する。そのた

め，他者の責任を転嫁されるだけではなく，責

任分担について主張することも必要となるであ

ろう。

監査人が自らの責任負担の範囲を主張するこ

とは，会計士業務の中で監査がいかなるレベル

の保証を行っているかを明確にする点でも有用

である。米国株式恐慌の直前，すべての企業に

適切な会計と監査の統一的な形態を導入するこ

とによって，不可能な保証を投資家に与える危

険性が指摘されていた2九財務諸表監査は株式

公開会社の証券市場における会計開示の際に行

われるものであるが，ここで監査人が付与でき

る保証は適正性に関する意見表明である。監査

の保証レベルはその他のアシュアランス・サー

ビス，例えばレビューと同レベルの保証ではな

いことを財務報告書の利用者に理解してもらう

努力が必要である。

期待ギャップが表面化した当時，会計専門職

に対して，財務諸表の利用者のために存在して

いるのか，職業会計士自身の利益を得るために

業務をしているのかと問われた。現在，同じこ

とが問われている。コンサルティング・サービ

スの伸張は監査報酬をはるかに上回る報酬を監

査事務所にもたらした。その結果，監査が甘く

なる弊害が以前から指摘されている。アシュア

ランス・サービスの増大は会計士の稼得利益の

増大に貢献したが，法定財務諸表監査の利用者

のための責任がそれによっておろそかにしてい

ないか否かを常に自問し続けるととが求められ

ている。

コーポレート・ガパナンスに関する責任の欠

如が表面化される前に， SAS第99号を改訂する

ととが望まれる30)。すでに会計事務所の中には

29)例えばjOllrnalof ACColllltallcy， May 1929， pp. 356 
357などに掲載されている。

30)企業改革法に関連した公開草案では， SAS第99号の
p訂s.22， 23に監査委員会との関係，特にp町.23で証
券取引法第10条Aとの関係が記載されている。
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リスク・アプローチからビジネス・リスク・ア

ブローチに移行しているところが多い。会計不

正が依然減少しないならば，ビジネス・リスク

・アプローチにもとづく新たなSASが公表され

ることが想定される。米国の今後の動向は，リ

スク・アプローチを取り入れたばかりのわが国

にとっても注視すべきものといえる。
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